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市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
チ
ェ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
　
　
　
い
い
え

申
告
・
相
談
の
受
け
付
け
日
程

　

混
雑
緩
和
の
た
め
に
、「
市
・
県
民
税
申
告

の
手
引
き
」
に
あ
る
地
区
ご
と
の
指
定
日
を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
日
に
都
合
が
つ
か
な

い
方
は
、
左
記
の
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間
…
午
前
9
時
～
午
後
4
時

2
月

15
日
㈫
・
16
日
㈬
高
階
南
公
民
館

17
日
㈭

南
古
谷
公
民
館

18
日
㈮

ジ
ョ
イ
フ
ル

21
日
㈪
・
22
日
㈫
大
東
公
民
館

23
日
㈬
～
25
日
㈮
メ
ル
ト

28
日
㈪

北
部
地
域
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

3
月

1
日
㈫

霞
ケ
関
北
公
民
館

2
日
㈬

福
原
公
民
館

3
日
㈭
・
4
日
㈮
霞
ケ
関
公
民
館

5
日
㈯
～
7
日
㈪
や
ま
ぶ
き
会
館

8
日
㈫

農
業
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

9
日
㈬
～
11
日
㈮
や
ま
ぶ
き
会
館

14
日
㈪
・
15
日
㈫
本
庁
舎
７
Ａ
会
議
室

平
成
23
年
1
月
1
日
の
時
点
で
川
越
市
に

住
ん
で
い
ま
し
た
か
？

＊
市
・
県
民
税
の
賦
課
基
準
日
は
、
毎
年

1
月
1
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
1
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

に
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

所
得
税
の
納
付
・
還
付（
医
療
費
控
除
・

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
）を
受
け

る
た
め
、
税
務
署
に
平
成
22
年
分
所
得
税

の
確
定
申
告
を
し
ま
す
か
？

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
、

併
せ
て
市
・
県
民
税
の
申
告
が
済
み
ま
す
。

確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
2
月
10
日
発
行

の
広
報
川
越
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
23
年
1
月
1
日
の
時
点
で
、
川
越
市
内

に
事
務
所
・
事
業
所
・
自
己
ま
た
は
家
族
の

た
め
の
家
屋
を
所
有
し
て
い
ま
す
か
？

申
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん

＊
非
課
税
証
明
書
の
必
要
な
方
と
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
・
国
民
健
康
保
険
・
国

民
年
金
の
加
入
者
は
、申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
書
裏
面（
昨
年
収
入
が
無
い
方
の
記

入
欄
）を
記
入
し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
は
給
与
で
す
か
？

給
与
以
外
の
収
入
が
あ
り
ま
す
か
？

勤
務
先（
支
払
い
先
）か
ら
川
越
市
へ
、
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　

均
等
割
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
の

書
き
方
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
税
課

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す

申
告
に
必
要
な
物

①
平
成
23
年
度
市
・
県
民
税
申
告
書

②
印
鑑（
認
め
印
可
）

③�

収
入
が
分
か
る
書
類（
平
成
22
年
分
の

給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
な
ど
）

④�

昨
年
支
払
っ
た
社
会
保
険（
国
民
健
康

保
険
・
国
民
年
金
な
ど
）の
領
収
書
な

ど
、
生
命
保
険
・
地
震
保
険
の
控
除
証

明
書
、そ
の
他
控
除
に
必
要
な
書
類（
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

⑤�
営
業
等
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ

る
方
は
、
収
入
・
経
費
が
分
か
る
帳
簿

な
ど

＊
給
与
以
外
の
所
得
が
二
十
万
円
以
下
で
も
、
市
・

県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。
国
民
年
金
保
険
料

の
支
払
金
額
を
控
除
に
入
れ
る
場
合
は
、
証
明
書

の
添
付
ま
た
は
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

＊
記
載
済
み
の
申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
必
要
書
類
を
同
封
し
て
、
〒

3
5
0
︲
8
6
0
1
川
越
市
役
所
市
民
税
課

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告

2
月
15
日
㈫
～
3
月
15
日
㈫

　

2
月
上
旬
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
「
市
・
県
民
税
申
告
書
」「
市
・
県
民
税

申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
。
左
記
の「
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
」

に
当
て
は
ま
り
、
用
紙
が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
民
税
課（
本
庁
舎
二
階
）ま
た
は
出

張
所
・
連
絡
所
な
ど
に
用
意
し
て
あ
る
申
告
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
税
課
個
人
住
民
税
担
当

L
2
2
4
︲
5
6
4
0

市
・
県
民
税
よ
く
あ
る
質
問

Q�

私
は
パ
ー
ト
収
入
の
み
で

す
。
市
・
県
民
税
が
課
税
さ

れ
る
の
は
、
い
く
ら
か
ら
で

す
か
？　

ま
た
、
夫
の
配
偶

者
控
除
に
な
れ
る
収
入
限
度

額
は
い
く
ら
で
す
か
？

A 

市
・
県
民
税
は
、
１
月
か
ら

12
月
ま
で
の
年
間
給
与
収
入

が
九
十
六
万
五
千
円
を
超
え

る
と
、課
税
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

妻
の
給
与
収
入
が
百
三
万
円

以
下
で
あ
れ
ば
、
夫
が
配
偶

者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

給
与
収
入
が
百
三
万
円
を
超

え
百
四
十
一
万
円
未
満
の
場

合
は
、
配
偶
者
特
別
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。



申
告
の
対
象

　

①
～
③
の
還
付
を
受
け
る
方
で
す
。

①
給
与
所
得
者
の
医
療
費
控
除

②�

年
金
受
給
者
で
還
付
の
要
件
に
該
当
す
る

方
③�

中
途
退
職
者
な
ど
で
年
末
調
整
を
し
て
い

な
い
方

＊
源
泉
徴
収
税
額
の
な
い
方
は
、
還
付
す
る

金
額
が
生
じ
ま
せ
ん
。

＊
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
の

申
告
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
①
～

③
以
外
で
還
付
を
受
け
る
方
は
、
川
越
税
務

署（
並
木
四
五
二
︲
二
）で
受
け
付
け
ま
す
。

申
告
の
受
け
付
け

　

直
接
、
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●�

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
地
下
一
階（
脇
田
本
町

一
五
︲
一
三
）

受�

付
日
時
…
2
月
10
日
㈭
～
3
月
9
日
㈬

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
午
前
9

時
～
11
時
▼
午
後
1
時
～
3
時

＊
相
談
は
、
午
前
9
時
30
分
か
ら
で
す
。

＊
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
政
に
ゅ
う
す

小
江
戸
い
ん
ふ
ぉ

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

保
健
・
健
康

施
設
情
報
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所
得
税
の
還
付
申
告

2
月
10
日
㈭
～
3
月
9
日
㈬

無料税務相談所
関東信越税理士会川越支部事務局

L246－6188
　税務全般、記帳と決算の指導、
税務書類作成の指導など。税理士
に依頼している方を除きます（電
話で要予約）。
日�時…金曜日（祝日を除く）、午前
9時～午後3時
会�場…カーニープレイス川越7階
（脇田本町14－23）
＊電話のかけまちがいに、ご注意
ください。

国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」
から直接電子申告ができます

川
越
駅

東口
アトレ

西口西口
東上パールビル
（川越駅西口から徒歩 1分）

西
武
新
宿
線

東
武
東
上
線

Ｊ
Ｒ
川
越
線

●
そ
の
他
の
受
付
会
場
　

受
付
時
間
…
午
前
9
時
～
午
後
4
時

申
告
に
必
要
な
物

⑴
必
ず
持
参
す
る
物

①�

平
成
22
年
分
の
源
泉
徴
収
票
の
原
本（
記

載
さ
れ
て
い
る
住
所
・
氏
名
が
異
な
る
場

合
は
住
民
票
の
写
し
が
必
要
）

②
印
鑑（
認
め
印
可
）

③�

振
込
金
融
機
関
の
口
座
番
号
等
が
分
か
る

2
月

4
日
㈮

や
ま
ぶ
き
会
館

7
日
㈪

高
階
南
公
民
館

8
日
㈫

霞
ケ
関
北
公
民
館

9
日
㈬

霞
ケ
関
公
民
館

10
日
㈭

メ
ル
ト

14
日
㈪

大
東
公
民
館

郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

記
載
済
み
の
申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
必
要
書
類
を
同
封
し

て
、
〒
3
5
0
︲
8
6
6
6
川
越
税
務

署
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

物（
申
告
者
名
義
の
口
座
に
限
る
）

④
筆
記
用
具

⑤
計
算
用
具

⑵�

医
療
費
控
除
に
よ
る
還
付
を
受
け
る
方
が

持
参
す
る
物

❶
⑴
で
あ
げ
た
①
～
⑤

❷�

支
払
っ
た
医
療
費
な
ど
の
領
収
書（
医
療

費
の
支
払
額
を
病
院
別
、
医
療
を
受
け
た

人
別
に
集
計
し
た
物
）

❸�

社
会
保
険
・
共
済
保
険
な
ど
か
ら
補
て
ん

さ
れ
た
給
付
金
の
金
額
が
分
か
る
物

❹�

生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
支
払
わ
れ
た
入

院
給
付
金
な
ど
が
分
か
る
物

⑶�

年
金
受
給
者
・
昨
年
中
に
退
職
し
た
方
が

持
参
す
る
物

❶
⑴
で
あ
げ
た
①
～
⑤

❷�

昨
年
支
払
っ
た
社
会
保
険（
国
民
健
康
保

2
月

1
日
㈫

高
階
南
公
民
館

2
日
㈬

メ
ル
ト

険
・
国
民
年
金
な
ど
）の
領
収
書
な
ど
、

生
命
保
険
・
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書
、

そ
の
他
控
除
に
必
要
な
書
類（
身
体
障
害

者
手
帳
な
ど
）

＊
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
金
額
の
控
除
を

受
け
る
場
合
に
は
、
証
明
書
の
添
付
ま
た
は

提
示
が
必
要
で
す
。

年
金
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
収
入
の
み
の
方
を
対
象
に
、
年
金
説

明
会
と
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

時�

間
…
午
前
10
時
～
正
午（
受
け
付
け
＝
午

前
9
時
30
分
～
10
時
）▼
午
後
2
時
～
4

時（
受
け
付
け
＝
午
後
1
時
30
分
～
2
時
）

　

こ
の
期
間
は
、
東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
に
還
付
申
告
の
会
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
昨
年

中
に
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
や
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方
な
ど
は
、
一

定
の
要
件
に
合
え
ば
還
付
の
申
告
で
、
す
で
に
納
め
た
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

川
越
税
務
署
L
2
3
5
︲
9
4
1
1

（
申
告
案
内
窓
口
）




